
 

 

 
さいたま市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 

平成２１年６月３日 

規則第７６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８

７号。以下「法」という。）の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法

律施行令（平成２１年政令第２４号）及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律

施行規則（平成２１年国土交通省令第３号。以下「省令」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（市長が必要と認める図書等） 

第２条 省令第２条第１項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする 。 

⑴ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項又は第６条の２第１項

の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し 

⑵ 法第６条第２項の規定により建築基準法第６条第１項の確認申請書を併せて提

出しようとする建築物で、同法第６条の３第４項の規定による構造計算適合性判

定が必要な場合 当該適合判定通知書又はその写し 

⑶ 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成１２年建設省令第２０号。

以下「品確法施行規則 」という。）第４１条第１項の住宅型式性能認定書又は

これと同等の内容を有する住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法

律第８１号。以下「品確法」という。）第４４条第３項の登録住宅型式性能認定

等機関が作成した書類（以下「住宅型式性能認定書等」という。）の交付を受け

ている場合 当該住宅型式性能認定書等の写し 

⑷ 品確法施行規則第４５条第１項の型式住宅部分等製造者認証書（以下「型式住

宅部分等製造者認証書」という。）の交付を受けている場合 当該型式住宅部分

等製造者認証書の写し 

⑸ 法第５条第１項から第７項までの規定による認定の申請（以下「認定申請」と

いう。）に係る住宅の構造及び設備について、長期使用構造等とするための措置



 

 

及び維持保全の方法の基準（平成２１年国土交通省告示第２０９号）第３に定め

る基準を満たすこととなる措置が講じられていない場合 品確法施行規則第８０

条第１項の特別評価方法認定書の写し又は品確法施行規則第８３条第１項の証明

書と同等の内容を有する書類の写し 

⑹ 法第６条第１項第３号の規定による居住環境の維持及び向上への配慮に関する

基準に適合することについての認定を要する場合 都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）第４条第９項の地区計画等又は景観法（平成１６年法律第１１０号

）第８条第１項の景観計画に適合する旨を証する書面の写し 

⑺ 第４条第３号ただし書に規定する場合 同号ただし書に規定する目的を達成す

ることが確認できる図書 

⑻ 第５条ただし書に規定する場合 同条ただし書に規定する場合に該当すること

が確認できる図書 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 市長がその都度定める

図書 

２ 前項の規定にかかわらず、品確法第６条の２第５項の確認書若しくは住宅性能評

価書又はこれらの写しを添えて、認定申請をする場合にあっては、前項第３号から

第５号までに規定する図書の添付を要しないものとする。 

（市長が不要と認める図書） 

第３条 省令第２条第３項に規定する市長が不要と認める図書は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

⑴ 前条第１項第３号の規定により住宅型式性能認定書等の写しを添えて認定申請

を行う場合であって、省令第２条第１項の表１の各項に掲げる図書に明示すべき

全ての事項が当該住宅型式性能認定書等で住宅性能評価の申請において明示する

ことを要しない事項として指定されているとき 当該各項に掲げる図書 

⑵ 前条第１項第４号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えて認

定申請を行う場合であって、省令第２条第１項の表１の各項に掲げる図書に明示

すべき全ての事項が品確法施行規則第３条第４項の規定により当該型式住宅部分

等製造者認証書で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項とし

て指定されているとき 当該各項に掲げる図書 



 

 

⑶ 一の建築物において、同時に２以上の認定申請（法第５条第１項から第３項ま

で及び第６項の規定による認定の申請に限る。）又は変更の認定申請（法第８条

第２項において準用する法第５条第１項から第３項まで及び第６項の規定による

変更の認定申請をいう。）を行う場合であって、省令第２条第１項に掲げる図書

のうち共用部分に係るものを同時に申請するいずれかの申請書に添付したとき 

当該共用部分に係る図書 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が不要と認める場合 市長がその都度定める

図書 

（居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項） 

第４条 法第６条第１項第３号に規定する地域における居住環境の維持及び向上への

配慮に関する基準は、次に掲げるものとする。 

⑴ 認定申請に係る建築物を都市計画法第４条第９項の地区計画等の区域のうち、

都市計画法第１２条の５第２項第１号の地区整備計画が定められている区域にお

いて建築しようとする場合又は当該建築物が当該区域に現に存する場合にあって

は、当該建築物が同条第７項の規定により定められた事項（同項第２号に係るも

のに限る。）に適合していること。 

⑵ 認定申請に係る建築物を景観法第８条第１項の景観計画の区域において建築し

ようとする場合又は当該建築物が当該区域に現に存する場合にあっては、当該建

築物が同条第４項第２号の規定により定められた制限に適合していること。 

⑶ 認定申請に係る建築物を次に掲げる区域において建築しないこと又は当該建築

物が当該区域に現に存しないこと。ただし、当該建築物が区域の設定した目的を

達成するためのものである場合は、この限りでない。 

ア 都市計画法第４条第４項に規定する促進区域 

イ 都市計画法第４条第６項に規定する都市計画施設の区域 

ウ 都市計画法第４条第７項に規定する市街地開発事業の区域 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る事項） 

第５条 法第６条第１項第４号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減

への配慮に関する基準は、認定申請に係る建築物を次に掲げる区域において建築し



 

 

ようとするものではないこと又は当該建築物が当該区域に現に存しないこととする。

ただし、当該区域の廃止若しくは指定の解除が決定している場合又は短期間で当該

区域の廃止若しくは指定の解除が確実と見込まれる場合は、この限りでない。 

⑴ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区   

 域 

⑵ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第

３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域 

⑶ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２

年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域 

（申請の取下げ） 

第６条 認定申請、変更の認定申請（法第８条第２項において準用する法第５条第１

項から第７項までの規定による変更の認定申請をいう。）又は法第１０条の承認の

申請を取り下げようとする者は、長期優良住宅認定申請取下届（様式第１号）を市

長に提出しなければならない。 

（認定しない旨の通知） 

第７条 市長は、法第６条第１項の認定をしないときは、認定しない旨の通知書（様

式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（報告） 

第８条 法第１１条の 認定計画実施者（以下「認定計画実施者」という。）は、法

第１２条の規定により認定長期優良住宅の建築が完了した旨の報告を求められたと

きは、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書（様

式第３号）に必要な図書を添えて市長に報告するものとする。 

２ 認定計画実施者は、法第１２条の規定により前項の報告以外の報告を求められた

ときは、必要な図書を添えて市長に報告するものとする。 

（取りやめる旨の申出） 

第９条 法第１４条第１項第２号の規定による申出をしようとする認定計画実施者は、

取りやめる旨の届出書（様式第４号）に省令第６条の認定通知書（法第８条第１項

の規定による変更の認定（以下「変更認定」という。）を受けた者は省令第９条の

変更認定通知書）を添えて市長に届け出なければならない。 



 

 

（取消しの通知） 

第１０条 法第１４条第２項の規定による計画の認定を取り消す旨の通知は、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする 。 

⑴ 法１４条第１項第１号又は第３号の規定に該当する場合 認定を取り消す旨の

通知書（様式第５号（その１）） 

 ⑵ 法１４条第１項第２号の規定に該当する場合 認定を取り消す旨の通知書（様

式第５号（その２）） 

（容積率の特例の許可の申請に係る図書等） 

第１１条 省令第１８条第１項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次に

掲げるものとする。 

⑴ 省令第６条に規定する認定通知書（変更認定を受けた者は省令第９条に規定す

る変更認定通知書）の写し 

 ⑵ 建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１条の３第１項の表１

に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び２面以上の立面図並びに同項の表

２に掲げる日影図（建築基準法第５６条の２第１項の規定により日影による高さ

の制限を受ける建築物に係るものに限る。） 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面 

（容積率の特例の許可の申請の取下げ） 

第１２条 法第１８条第１項の規定による許可の申請を取り下げようとする者は、許

可申請取下届（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（工事取止届） 

第１３条 法第１８条第１項の規定による許可を受けた建築物の工事を取りやめよう

とする者は、工事取止届（様式第７号）に省令第１８条第２項の許可通知書を添

えて市長に届け出なければならない。 

（その他） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２１年６月４日から施行する。 

  附 則 



 

 

この規則中第１条の規定は平成２７年４月１日から、第２条の規定は同年６月１日

から施行する。ただし、第１条中第２条第４号の改正(「次条第２号において」を「

以下」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。 

  附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されて

いる様式については、当分の間、使用することができる。 

附 則 

この規則は、令和４年２月２０日から施行する。ただし、第４条の改正は、公布の

日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市長期優良住宅の普及

の促進に関する法律施行細則の規定により作成されている様式については、当分の

間、使用することができる。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


